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●急傾斜地の崩壊　　　　　
　　　　　　　

●土石流　　　
　　　　　　　　　
　　　

　●地滑り

・土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての警戒避難体制の整　
　備、警戒避難に関する事項の住民への周知やソフト対策を推進しようとすることを目的に平成１３年に　
　土砂災害防止法※が施行された。

※土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
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ハード対策
『施設整備』

・砂防事業（砂防えん堤、渓流保全工、等）
・地すべり防止工事（排水工、抑止杭、等）
・急傾斜地崩壊防止工事（擁壁工、のり枠工、等）

ソフト対策
『警戒避難』

・情報システム整備
・気象庁と連携した
　土砂災害警戒情報の作成　等

ソフト対策
『土地利用規制』

『土砂災害防止法』に基づく
・土砂災害特別警戒区域指定
・開発行為の制限、建築物の構造規制
・特別警戒区域からの家屋移転の促進

①　人命、財産を保全するハード対策「施設整備」「施設整備」
②　避難により、人命を保護するソフト対策「警戒避難」「警戒避難」
③　土砂災害危険箇所における新たな住宅開発を抑制するためのソフト対策「土地利用規制」「土地利用規制」

開発抑制人命保護

人命・財産の保全

『土砂災害防止法』に基づく
・土砂災害警戒区域指定
・土砂災害ハザードマップ作成
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